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目
下
市
に
お
い
て
は
住
宅
不

足
を
多
少
な
り
と
出
緩
和
す

べ
く
市
営
住
宅
の
建
設
に
は

特
に
力
を
入
れ
て
居
り
ま
す

そ
も
そ
も
此
の
建
設
工
事
は

国
の
住
宅
対
策
に
呼
応
す
る

と
と
も
に
新
市
建
設
計
画
に

基
づ
い
て
昭
和
四
十
一
年
度

ま
で
に
毎
年
三
十
戸
程
度
の

住
宅
を
建
設
し
以
っ
て
現
下

の
住
宅
難
を
緩
和
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
惣

当
市
は
昭
和
二
十
九
年
に

高
萩
・
〈
ル
プ
エ
場
を
誘
致
し

そ
の
生
産
も
漸
く
軌
道
に
の

っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
工
都

日
立
市
を
近
隣
に
控
え
そ
の

通
勤
者
の
数
は
年
を
追
ふ
毎

に
増
加
し
市
人
口
は
年
を
増

高
の
一
途
を
辿
っ
て
居
り
ま

す
。
昭
和
三
十
年
の
国
調
以

勿
物
〃
〃
〃
〃
物
〃
〃
″
″
″
〃

来
昨
年
行
わ
れ
た
国
調
人
口
と

を
比
較
し
て
承
る
と
実
に
二
、

五
六
三
人
の
増
加
を
示
し
て
居

り
ま
す
。

以
上
の
状
況
に
対
し
て
市
と

し
て
は
各
人
の
自
力
建
設
を
促

す
と
と
も
に
、
市
営
住
宅
の
建

設
に
よ
っ
て
市
民
の
住
宅
難
を

解
決
す
べ
く
そ
の
矛
一
回
分
と

し
て
昭
和
三
十
年
度
に
十
八
戸

を
建
設
し
以
来
現
在
迄
毎
年
二

十
戸
乃
至
三
十
戸
の
住
宅
を
建

設
し
現
在
迄
に
実
に
百
五
十
戸

の
建
設
を
み
た
の
で
あ
り
ま
す

市営住宅建設年次表
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１
１

③
小
包
郵
便
に
つ
い
て

荷
く
ず
れ
や
内
容
品
に
湿
気
が

は
い
る
の
を
防
ぐ
た
め
荷
造
り

を
頑
丈
に
し
包
装
も
で
き
る
だ

け
油
紙
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
を
利

用
す
る
こ
と
。

④
交
逼
事
故
防
止
に
つ

い
て

ス
リ
ッ
プ
を
防
ぐ
た
め
車
は
低

速
で
走
る
こ
と
。
ま
た
歩
行
者

は
正
し
い
横
断
、
右
側
通
行
踏

切
で
の
安
全
確
認
。

⑤
登
山
に
注
意

梅
雨
前
線
に
低
気
圧
が
の
っ
て

く
る
と
山
は
大
荒
れ
に
な
る
か

ら
こ
の
季
節
の
山
登
り
は
最
も

警
戒
を
要
し
ま
す
。

⑥
漏
電
に
注
意

故
障
電
気
器
具
は
す
ぐ
修
理
し

て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

六
月
十
一
日
か
ら
は
入
梅
で

す
。
梅
雨
期
を
迎
え
る
に
当
っ

て
次
の
よ
う
な
点
を
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

①
環
境
衛
生
に
つ
い
て

衣
服
寝
具
等
を
つ
と
め
て
日
光

に
あ
て
る
こ
と
、
井
戸
に
汚
水

が
流
れ
こ
ま
ぬ
よ
う
水
は
け
を

よ
く
す
る
こ
と
、
蚊
や
ハ
エ
の

発
生
防
止
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

②
乳
幼
兒
の
保
健
に
つ

い
て

梅
雨
期
は
消
化
機
能
が
衰
え
る

し
、
食
物
が
変
化
し
や
す
い
の

で
、
特
に
乳
幼
児
に
は
新
鮮
な

消
午
の
よ
い
も
の
を
与
え
る
こ

１
〃
」
。

！
梅
雨
期
の
注
意
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高
萩
市
議
会
臨
時
会
は
去
る

五
月
十
九
日
午
前
十
時
か
ら
市

議
会
議
場
に
お
い
て
開
か
れ
た

本
会
に
提
出
さ
れ
た
案
件
の
主

な
る
も
の
は
高
萩
市
農
業
委
員

会
委
員
の
推
薦
、
追
加
予
算
及

び
市
税
条
例
の
一
部
改
正
等
で

全
案
件
に
つ
い
て
審
議
の
結
果

い
づ
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
承

認
し
て
会
期
一
日
で
議
了
し
た

本
会
提
出
の
議
案
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

議
案
才
三
十
二
号
農
業
委
員

会
の
委
員
の
推
隙
に
つ
い
て

高
萩
市
農
業
委
員
会
委
員
の
任

期
洲
了
に
伴
い
農
業
委
員
会
等

に
関
す
る
法
律
矛
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
議
会
が
排
薦
す
る
委

員
五
名
を
次
の
と
お
り
決
定
し

た
。

高
萩
市
大
字
安
良
川
二
七

○
番
地

安
村
篤

明
治
二
十
七
年
四
月
八
日
生

高
萩
市
大
和
町
二
丁
目
十

四
悉
地

鈴
木
藤
雄

明
治
三
十
四
年
一
月
二
日
生

高
萩
市
大
字
島
名
一
、
一

四
九
番
地鈴

木
好
之

大
正
三
年
五
月
二
十
三
日
生

等
六
案
件
を
可
決

昭
和

一
千
六
年
度
追
加
予
算

高
萩
市
大
字
下
君
田
七
○

八
番
地

鈴
木
猷

明
治
三
十
六
年
八
月
二
十
日
生

高
萩
市
大
字
安
艮
川
七
四

七
番
地

矢
代
良
三

明
治
三
十
二
年
一
月
十
日
生

議
案
矛
三
十
三
号
予
算
外
義

務
負
担
に
つ
い
て

県
北
地
帯
の
黒
牛
導
入
の
た
め

の
資
金
と
し
て
県
か
ら
與
農
資

令
融
資
要
綱
に
基
い
て
市
が
資

金
の
触
通
を
う
け
黒
牛
導
入
組

職

一
一

一
こ
の
機
会
に
委
貝
制
度
の
周
知

一
を
は
か
り
た
い
。

》
Ｈ
わ
が
国
に
初
め
て
人
権
擁

一
護
委
員
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た

一
の
は
昭
和
二
十
三
年
七
月
（
人

密
権
擁
護
委
員
会
、
昭
和
二
十
三

一
年
政
令
オ
ニ
ハ
八
号
）
で
当
初

一
委
員
の
定
数
は
わ
づ
か
に
百
五

一
十
名
℃
あ
っ
た
が
、
翌
昭
和
二

一
十
四
年
人
権
擁
護
委
員
法
が
制

乞

一
定
さ
れ
委
員
の
定
数
は
全
国
を

一
通
じ
二
万
名
を
越
え
な
い
範
囲

ク
全

罹
で
法
務
大
臣
が
委
嘱
す
る
こ
と

合
へ
転
貸
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
金
額
八
十
万
円

議
案
矛
三
十
四
号
昭
和
三
十

六
年
度
高
萩
市
才
入
才
出
追
加

予
算
に
つ
い
て

報
告
矛
二
号
専
決
処
分
事
項

の
報
告
に
つ
い
て

一
、
昭
和
三
十
六
年
庇
高
萩

市
才
入
才
出
追
加
予
算

胴
の
草
林
道
工
事
識

才
入

地
方
交
付
税
六
○
万
円

国
庫
支
冊
金
二
五
○
万
円

寄
附
金
（
地
元
）
五
○
万
円

市
債
一
五
○
万
円

計
五
一
○
万
円

支
出

産
業
経
済
費
五
一
○
万
円

右
議
会
を
招
集
す
る
暇
が
な

か
っ
た
の
で
市
長
が
専
決
処
分

を
行
っ
た
報
告
事
項
で
あ
る
。

議
案
矛
三
十
五
号
商
萩
市
市
税

、
、
七
ｈ
口
』
■
■
Ⅱ
ｌ
■
Ⅱ
Ｌ
問
、
心
も
０
Ⅱ
ｑ
ｈ
０
Ｉ
Ｅ
ｂ
ｏ
ｂ
ｂ
４
Ｉ
Ｉ
０
ｈ
Ⅱ
Ⅱ
Ｌ
ｃ
Ｌ
ｂ
ｂ
ｈ
Ⅱ
Ⅱ
ｂ
Ⅱ
Ⅱ

ｑ
６
ｈ
ｑ
９
ｈ
Ⅱ
０
．
日
Ⅱ
０
１
，
４
町
町
ｈ
Ⅱ
Ｔ
ｂ
Ⅱ
４
，
も
、
、
、
』
Ⅱ
Ⅱ
可
Ｉ
●
８
可
町
ｂ
、
§
、
ｌ
■
！
ｂ
Ⅱ
Ⅱ

と
な
り
昭
和
三
十
五
年
十
月
末

現
在
全
国
で
八
千
五
十
名
が
委

嘱
さ
れ
て
い
る
。

同
人
椎
擁
謹
委
員
の
分
布
状

況
は
、
お
お
む
ね
特
別
区
は
四

名
、
市
は
二
名
、
町
村
は
各
一

名
の
割
合
で
委
嘱
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
土
地

市
税
条
例
の
一
部
が
変
り
ま
し
た

奇
附
金
（
地
元
）
五
○
万
円

巾
債
一
五
○
万
円

市
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
電
気
ガ
ス
税

計
五
一
○
万
円

支
出
今
回
地
方
税
の
一
部
改
正
に

座
業
経
済
費
五
一
○
万
円
伴
い
去
る
五
月
十
九
日
の
臨
時

一
、
市
民
税

右
議
会
を
招
集
す
る
暇
が
な
市
議
会
に
於
て
市
税
条
例
の
一
身
体
障
害
者
、
未
成
年
者
、

か
つ
た
の
で
市
長
が
専
決
処
分
部
改
正
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
老
年
者
（
六
十
五
才
以
脂
）
寡

を
行
っ
た
報
告
事
項
で
あ
る
。
改
正
の
大
要
は
次
の
と
お
り
で
婦
の
場
合
十
三
万
円
以
下
の
所

議
案
矛
三
十
五
号
商
萩
市
市
税
す
。
得
若
に
は
市
民
税
が
課
さ
れ
ま

も
咄
ｑ
も
』
■
Ⅱ
９
日
Ⅱ
０
１
１
４
町
町
ｈ
Ⅱ
？
ｂ
Ⅱ
１
，
町
町
、
、
』
Ⅱ
Ⅱ
可
１
８
可
§
ｂ
、
ｌ
ｈ
ｌ
ｌ
』
Ⅱ
Ⅱ
１
、
ｂ
ｑ
４
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
、
ｈ
Ⅱ
０
ｈ
冊
も
、
ｑ
ｌ
ｌ
１
ｈ
Ⅱ
Ｉ
ｑ
ｂ
、
、
１
日
Ⅱ
１
、
‐
■
１
、
ｂ
Ｌ
ｂ
９
■
Ⅱ
可
ｈ
Ⅱ
Ｉ
も
、
、
、
§
ｈ
Ⅱ
９
△
日
０
９
屯
も
町
も
町
１
１
１
日
Ⅱ
１
，
町
、
ｂ
ｂ
ｈ
Ⅱ
１
日
Ⅱ
ｑ
ｂ
、

、
、
、
ｉ
Ｉ
、
、
、
、
、
１
１
、
、
。
、
、
－
１
、
。
、
、
、
－
－
‐
、
、
、
、
－
１
・
‘
、
ゞ
、
１
－
…
、
ｉ
！
…
・
’
１
：
、
、
ｉ
Ｉ
、
、
。
、
、
－
１
、
：
、
ｉ
Ｉ
…
、
ｉ
Ｉ
、
、
⑱
Ｉ
・
皇

と
な
り
昭
和
三
十
五
年
十
月
末
の
実
状
に
通
じ
、
人
権
擁
護
に
中
心
と
し
て
こ
れ
ら
の
砿
務
を
一

現
在
全
国
で
八
千
五
十
名
が
委
理
解
あ
る
も
の
で
市
町
村
長
が
行
な
っ
て
い
る
。

嘱
さ
れ
て
い
る
。
椎
臆
し
た
者
に
つ
い
て
、
弁
護
岡
公
務
員
の
転
惟
乱
用
に
よ
一

目
人
権
擁
潅
委
員
の
分
布
状
士
会
な
ど
関
係
機
関
の
意
見
を
ｈ
、
あ
る
い
は
人
身
売
買
、
村
程

況
は
、
お
お
む
ね
特
別
区
は
四
聞
き
委
嘱
の
手
続
か
と
ら
れ
る
八
分
、
篭
別
待
遇
な
ど
の
よ
う
一
一

名
、
市
は
二
名
、
町
村
は
各
一
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
に
私
人
間
に
お
い
て
人
椛
侵
害
一

名
の
割
合
で
委
嘱
さ
れ
る
こ
と
㈲
委
員
の
仕
事
は
①
自
由
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
泣
き
寝
一

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
土
地
人
権
思
想
の
啓
発
宣
伝
②
民
入
り
す
る
こ
と
な
く
、
も
よ
り
一

の
委
員
に
相
談
す
る
こ
と
が
望
挫

人
權
擁
護
委
員
制
度
と
は
ま
れ
る
．
｜
｜

㈲
委
員
は
も
ち
ろ
ん
無
料
で
謡

の
人
口
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
間
に
お
け
る
人
権
擁
護
運
動
の
相
談
に
応
じ
、
調
査
に
あ
た
つ
一

の
事
情
で
増
加
さ
れ
て
い
る
。
助
長
③
人
権
侵
犯
事
件
の
調
て
は
、
関
係
人
の
秘
密
を
他
に
》
》

委
員
の
転
業
別
は
弁
護
士
、
宗
査
側
貧
困
者
に
対
す
る
法
律
も
ら
し
た
り
差
別
的
な
取
り
扱
一

教
家
、
商
業
、
会
社
員
、
公
務
扶
助
な
ど
で
、
法
務
大
臣
の
指
い
を
す
る
こ
と
な
く
、
厳
正
公
一

員
委
員
は
国
の
機
関
で
あ
る
俸
濡
諦
恥
恥
球
鐸
鐸
峠
踏
鋪
郡
評
唾
麺
嶬
韮
鍼
学
唾
轌
斗
函
僻
一

員
、
教
育
者
等
で
あ
る
。

が
国
家
公
務
員
法
の
適
用
を
う
法
務
局
の
人
権
擁
護
部
お
よ
び
る
。

け
る
公
務
員
で
は
な
く
、
社
会
地
方
法
務
省
の
人
権
擁
護
課
を

一
一

●
…

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
地

方
税
法
の
改
正
に
件
う
市
税
条

例
の
一
部
改
正
で
そ
の
主
な
る

も
の
は
軽
自
動
車
の
税
率
の
引

上
げ
、
電
気
ガ
ス
税
の
免
税
点

の
改
正
等
で
あ
る
。

（
詳
細
別
掲
載
）

議
案
才
三
十
六
号
国
有
地
払

下
げ
に
つ
い
て

観
光
散
地
に
供
す
る
た
め
市
が

国
有
地
の
払
下
げ
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

払
下
申
請
地

高
萩
市
有
明
町
三
丁
目
九
四
番

地
の
内
砂
地
八
、
四
九
九
坪

MW36年度才入才出追加予算

才 入

く
ぞ
Ｊ
、
ぐ
く
ぐ
ぐ
く
く
く
ぐ
ぐ
ぐ
ど
く
ぐ
ぐ
く
ど
く
〃
沙
３
７
，
う
り
；
ｊ
３
ｊ
９
ｊ
ｊ
ｌ

せ
ん
が
、
そ
の
額
が
十
五
万
円

に
引
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

二
、
輕
自
動
車
税

軽
自
動
車
税
は
こ
れ
ま
で
一

率
年
額
千
五
百
円
で
し
た
が
次

の
よ
う
に
変
り
ま
し
た
。

①
二
輪
車
（
側
車
附
を
含

む
）

年
額
一
、
五
○
○
円

②
三
輪
車

年
額
二
、
○
○
○
円

③
四
輪
車

乗
川
車

年
額
三
、
○
○
○
円

貨
物
車

年
離
二
、
五
○
○
円

尚
納
期
は
本
年
に
限
り
七
月
末

日
と
な
り
ま
す
。

三
、
電
気
ガ
ス
税

零
細
消
費
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
新
に
免
税
点
乃
制
度

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
即
ち
皆

さ
ん
が
電
気
料
金
を
支
払
う
際

そ
の
料
金
の
内
に
は
一
割
の
税

金
が
含
主
れ
一
ゞ
居
る
訳
で
す
が

今
後
一
ヶ
月
り
使
用
掛
金
が
三

○
○
円
以
下
の
場
合
は
」
へ
月
一

日
以
後
の
分
に
つ
い
て
は
無
税

と
な
り
主
す
。

才 出

釧|農’科 目

士木費

ヱー
300,

鏥
一
包
準

費 44，

，
，

０
４

０
４

４
７

２
２

金
一
計

288

科 目

繰
一
雑

越金

収入 ',644,0001'和§雨
3()0,00(） 2,345,00（

市 債

才入合計

今回の
追加額

皿
一
卿

，０
汀

０
１
９
７

夕
Ｒ

９
６

２
９

０
０

０
０

０
０

１０４

０
４

８
７２

'

計
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こ
の
た
び
大
能
下
か
ら
新
牧
に

至
る
新
牧
線
林
道
工
事
が
完
成

し
去
る
五
月
二
十
二
日
そ
の
開

通
式
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
林
道
工
事
は
昭
和
三
十

四
年
十
月
に
小
団
地
開
発
整
備

事
業
と
し
て
起
工
さ
れ
、
そ
の

経
費
は
す
べ
て
県
の
補
助
と
寄

附
金
と
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
事
業
経
過
に
つ
い
て

は
次
の
通
り
で
す
。

矛
一
期
工
事

延
長
九
四
○
米
、
巾
三
、

六
米

請
負
者
大
子
町
袋
田

桜
岡
工
務
店

事
業
費
二
、
○
○
○
千
円

昭
和
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日

■
■
目
唾
■
■
■
■
弓
弓
『
寸
白
■
■
■
■

冒
勺
呂
呂
■
■
■
■
ヨ
ョ
昌
昌
■
且
■
日
一
二
言
目
国
■
■
■
■
Ⅱ

拠
出
制
国
民
年
金
が
始
ま
り

ま
し
た
が
、
こ
の
制
度
の
完
全

な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
、
経

過
的
福
祉
年
金
と
補
完
的
福
祉

年
金
の
二
つ
の
制
度
が
出
来
て

お
り
ま
す
。

経
過
的
福
祉
年
金
は
ご
存
知

の
と
お
り
拠
出
制
年
金
に
加
入

出
来
な
い
人
達
の
た
め
に
あ
る

制
度
で
す
。
今
年
の
四
月
一
日

に
お
い
て
任
意
加
入
者
を
除
く

満
五
○
才
の
も
の
は
七
○
才
に

な
り
ま
す
と
老
令
福
祉
年
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

古
兀
的
一
幅

講
湾
溌
瀧
制
度
↑
も
ご
窺
い
津
鯛
測
劉
麺

闇
亭
、
、
ふ
き
閏
、
鼠
＆
亀
、
蕊
、
、
、
、
、
自
侭
、
馬
、
脚
詞
閃
遵
買
詞
、
ざ
ミ
、
、
悪
、
閏
、
閏

新
牧
線
林
道
工
事
完
成

孔Ⅲ

■
・
■
己
昌
■
日
■
■
△

二
■
■
■
画
■
■
・
■
■
ロ
ヨ
■
■
■
Ｐ
・
■
■
■
■
■
■

函

、

奄

零

噛

聞

、

、

吏

誤

ご

悪

寺

電

唾

穐

吋

や

、

制

丸

ぶ

よ

《

訣

翻

尋

唖

閥

武

融

寺

呼

ぶ

函

ふ

ふ

ふ

ふ

爽

沁

内

凸

闘

為

竣
工オ

ニ
期
工
蛎

延
長
一
七
○
米
、
巾
三
、

六
米

請
負
者
高
秋
市
有
明
町

利
光
工
務
店

本
業
費
三
○
○
千
円

昭
和
川
五
年
三
月
廿
七
日
竣
工

又
障
害
者
に
な
《
た
り
、
母
子

家
庭
に
な
っ
た
場
合
に
は
そ
れ

ぞ
れ
年
金
が
も
ら
え
ま
す
。

し
か
し
拠
出
年
金
の
愉
制
対

象
者
、
即
ち
今
年
の
四
月
一
日

で
満
四
十
九
才
末
洲
の
者
は
こ

の
経
過
的
福
祉
年
金
の
対
象
に

は
な
り
輩
せ
ん
。

従
っ
て
こ
の
人
達
の
た
め
に

出
来
ま
し
た
の
が
補
完
的
福
祉

年
金
制
度
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
年
金
制
度
は
拠
出
年
金

の
被
保
険
者
で
、
拠
出
年
金
の

支
給
要
件
（
老
令
、
十
年
以
上

斑

さ
ん
の
お
手
も
と
に
お
届
け
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
通
知
書
に
は
、
納
税
者
の

皆
さ
ん
の
去
年
の
実
績
を
基
に

し
た
税
額
が
記
戦
さ
れ
て
お
り

ま
す
。七

月
一
日
か
ら
は
じ
ま
る
予

定
納
税
は
、
こ
の
予
定
納
税
基

準
額
の
三
分
の
一
を
納
付
し
て

戴
だ
く
訳
で
す
が
、
皆
さ
ん
の

な
か
に
は
、
六
月
一
日
の
現
況

で
計
算
し
た
見
込
税
額
が
種
々

保
険
料
納
付
、
障
害
、
母
子
一

年
以
上
）
を
満
た
す
こ
と
が
出

来
ず
年
金
を
受
け
る
資
格
が
得

ら
れ
な
い
人
達
の
た
め
に
出
来

た
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
に
は
、
老
令
、
障

害
、
母
子
、
準
母
子
の
四
稚
類

に
分
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ

か
ら
先
誰
も
が
も
ら
え
る
と
云

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
や

は
り
次
に
述
べ
る
一
定
の
支
給

要
件
を
満
し
て
い
る
も
の
に
限

ら
れ
ま
す
。

先
ず
拠
出
制
の
国
民
年
金
に

加
入
し
て
保
険
料
が
完
全
に
納

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
矛
一
条

件
で
す
。
叉
家
庭
経
済
上
保
険

料
納
入
が
出
来
な
い
場
合
は
必

ず
保
険
料
の
免
除
手
続
き
が
済

申
告
所
得
税
の
予

定
納
税
韮
準
額
の
通

知
は
、
六
月
十
五
日

ま
で
に
納
税
者
の
皆

◎
予
定
納
税
額

の
減
額
承
認

申
請
は
六
月

三
十
日
ま
て

の
事
由
で
、
税
溌
署
か
ら
の
通

知
額
よ
り
少
な
い
場
合
が
あ
る

訳
で
す
。
こ
の
様
な
場
合
は
、

六
月
三
十
日
ま
で
に
減
額
承
認

申
請
（
当
署
窓
口
に
備
え
て
あ

り
ま
す
）
を
提
出
し
て
承
認
を

受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
承
認
額

ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
切
な

要
件
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
拠
出
制
年
金
制
度
に

ま
だ
加
入
し
て
い
な
い
人
達
は

こ
の
福
祉
年
金
を
も
ら
う
資
格

は
な
く
な
り
ま
す
、
叉
加
入
し

て
い
て
も
免
除
の
手
続
き
を
し

な
い
で
滞
納
し
た
場
合
は
支
給

を
停
止
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
先
、
何
時
、
ど
ん

な
災
難
が
や
っ
て
く
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
、
今
か
ら
心
の
準
備

を
完
全
に
し
て
未
加
入
者
は
今

年
の
四
月
一
日
以
後
満
二
十
才

に
な
っ
た
者
も
併
せ
て
早
め
に

加
入
届
を
提
出
し
て
頂
き
ま
す

国
民
年
金
の
保
険
料
は
必
ず

納
入
し
て
安
心
し
て
生
活
が
出

来
る
よ
う
常
に
心
掛
け
を
御
願

い
い
た
し
ま
す
。

三
十
戸
の
市
営
住
宅
が
こ
の

ほ
ど
完
成
し
ま
し
た
の
で
市
役

所
建
設
課
で
次
の
要
領
で
受
付

て
お
り
ま
す
。

一
、
申
込
資
格

イ
、
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤

務
場
所
を
有
し
現
在
住
宅

に
困
っ
て
い
る
も
の

ｐ
、
現
に
同
居
し
ま
た
は
同

市
営
住
宅
申
込
案
内

期
間
六
月
一
日
ｊ
、
十
五
日

で
納
付
で
き
る
救
済
制
度
が
あ

り
ま
す
か
ら
ご
利
用
下
さ
い
。

◎
納
税
貯
蓄
組
合
に
加

入
し
あ
な
た
の
納
税

を
樂
に
い
た
し
ま
し

。
よ
』
つ

届
し
よ
う
と
す
る
親
族

（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い

が
事
実
上
婚
姻
関
係
同
様

事
情
の
に
あ
る
も
の
、

そ
の
他
婚
姻
予
約
者
を
含

む
）
が
あ
る
も
の

〈
、
入
居
の
申
込
を
し
た
月

の
前
か
ら
過
去
六
ヶ
月
の

所
得
の
平
均
月
収
か
ら
扶

養
親
族
一
人
に
つ
き
一
、

○
○
○
円
を
控
除
し
た
額

が
次
の
基
準
以
内
の
収
入

が
あ
る
も
の
。

才
一
種

一
六
、
○
○
○
以
上

三
二
、
○
○
○
以
下

才
二
極

一
六
、
○
○
○
以
下

二
、
添
付
す
べ
き
書
類

的
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
給

所
在
地

高
浜
町

三
丁
目

矛
二
種
木

″

造
瓦
葺

矛
二
種
簡

″
計
川
ス
レ
ー

リ
ｒ
昔
耳

詩
娠
獅
木
一
一
○
雲
一
○
鏥
畳
津
所
玄
癖
置
雑

浴
室

椛
造
坪
茎
戸
数

室
数
一
家
賃

’八

坪三

二

八

坪三

八
一

六
畳
、
四

玄
関
、
便

物
置
兼
浴

四
・
五
畳
二
、
玄
関

便
所
、
台
所
、
物
置
〃
〃

兼
浴
室

与
証
明
言
（
昭
和
三
十
五

年
十
二
月
よ
り
昭
和
三
十

六
年
五
月
ま
で
の
六
ヶ
月

間
）

㈲
利
子
所
得
、
配
当
所
得

事
業
所
得
等
給
与
所
得
以

外
の
収
入
が
あ
る
も
の
は

そ
の
所
得
額
を
証
明
す
る

書
類

㈲
県
税
市
町
村
税
納
税
証

明
書

目
婚
姻
予
約
者
は
婚
姻
を

証
明
す
る
書
類
（
婚
約
年

月
日
及
結
婚
式
予
定
年
月

日
を
必
ず
記
載
す
る
事
）

㈱
収
入
に
つ
い
て
恩
給
、

年
金
の
あ
る
も
の
は
そ
の

証
書
の
写

門
申
込
の
際
主
要
食
糧
通

帳
を
提
示
す
る
こ
と
。

三
、
受
付
場
所

高
萩
市
役
所
建
設
課

申
込
用
紙
も
建
設
課
に
あ
り
ま

す
、
．（

注
）
郵
送
の
申
込
受
付
は
い

た
し
ま
せ
ん
か
ら
本
人
ま
た

は
家
族
の
者
が
持
参
す
る
こ

↑
シ
」
Ｏ

四
、
そ
の
他

住
宅
入
居
申
込
書
に
記
載
し

た
内
容
が
実
態
と
相
違
す
る
場

合
は
入
居
の
権
利
を
取
消
い
た

し
ま
す
。・

五
畳
、

所
、
台
所

室

未
定

|瀦|難〃
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I
入
梅
は
十
一
日
、
雨
に
洗
わ

れ
る
木
左
の
緑
は
美
し
い
も
の

で
す
が
、
か
た
わ
ら
家
庭
の
主

婦
は
雨
の
仕
末
や
心
づ
か
い
で

家
事
も
と
ど
こ
お
り
が
ち
で
す

そ
こ
で
十
日
の
「
時
の
記
念

日
」
に
ち
な
ん
で
、
ど
ん
な
時

間
の
使
い
方
を
し
た
ら
よ
い
か

反
省
の
機
会
に
し
て
み
ま
す
。

そ
し
て
近
づ
く
真
夏
を
ひ
か
え

て
衣
食
住
と
も
準
備
を
整
え
て

お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
都
合

の
よ
い
こ
と
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
に
と
っ
て
、
こ
の
月
は
ボ
ー

ナ
ス
で
家
計
の
う
る
お
う
月
で

す
。
か
と
い
つ
て
、
あ
れ
も
こ

れ
も
と
無
計
画
に
買
求
め
て
し

ま
う
と
、
一
番
必
要
な
も
の
が

買
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

ま
ず
長
期
計
画
を
た
て
る
家
族

の
予
算
会
議
を
開
く
ぐ
ら
い
あ

っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

倣報氏

手f依託！ 今
鍛
鱗
諜
な
篭

六
月
く
ら
し
の
し
お
り

Ⅲ
食
加
悪
騨
騨

(鐸噛そI

｛
c尋

７
伽
衣
川
獺
篭
麓

う
と
、
食
べ
も
の
だ
け
の
よ
う

に
考
え
が
ち
で
す
が
、
ハ
ダ
着

に
は
こ
ん
な
に
パ
イ
士
ン
が
つ

く
も
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
あ

る
大
学
教
授
の
発
表
腋
よ
る
と

直
接
ハ
ダ
は
ふ
れ
て
い
る
シ
ャ

ツ
は
洗
い
た
て
の
も
の
を
着
て

も
、
一
日
た
て
ば
一
セ
ン
チ
平

方
で
八
万
匹
に
も
及
び
ま
す
。

シ
ャ
ツ
一
枚
分
と
な
る
と
こ
の

五
千
倍
に
も
な
り
、
四
億
匹
の

バ
イ
キ
ン
に
〈
ダ
が
囲
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

衣
服
の
清
潔
は
健
康
生
活
に
は

欠
か
せ
な
い
条
件
で
す
。

◎
ド
ロ
ハ
ネ
蕗
し
は
祢
雨
ど
き

の
め
ん
ど
う
な
仕
事
で
す
が
乾

い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
裏
側
か

ら
た
た
く
よ
う
に
し
て
と
る
の

夕
、
五
４
乃
Ｋ
〃
ｒ
野
晒
ル
ビ
ア
イ
、
ｆ
２
塚
、
弔
甲
２
Ｆ
、
ぞ
や
心
、
Ｆ
も
ｆ
亀
鎧
匙
況
更
抄
４
〃
ぜ
，
ｔ
ｊ
ｔ
夕
６
、
必

一

篭
輔，｝

I

P一一

菜
が
出
廻
り
、
キ
ウ
リ
、
キ
ャ

、
瓢
へ
シ
は
特
に
安
く
な
り
、
ま
す
。

食
欲
の
減
る
と
き
で
Ｌ
一
、
か
ら
、

目
先
を
か
え
て
、
ピ
タ
↓
、
、
ソ
批

取
の
う
え
か
ら
も
、
大
い
に
生

野
菜
を
食
ゼ
ン
に
の
せ
ま
し
ょ

う
。
そ
の
正
夫
の
一
つ
に
キ
ウ

リ
の
一
称
の
サ
ラ
ダ
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。
キ
ウ
リ
を
た
て
に

四
つ
割
り
、
一
セ
ン
チ
刊
墹
の

ジ
ヤ
腹
に
切
っ
て
、
う
す
塊
の

あ
と
固
く
し
ぼ
り
、
マ
ヨ
ネ
ー

ズ
（
あ
る
い
は
酢
汕
ソ
ー
ス
）

で
ち
え
ま
す
、
同
じ
キ
ゥ
リ
で

も
切
り
方
一
つ
で
新
鮮
に
見
え

る
と
い
う
例
で
す
。

◎
魚
で
は
小
ァ
、
シ
を
は
じ
め
、

夏
の
味
覚
の
イ
サ
キ
、
セ
イ
？
．

な
ど
生
き
の
よ
い
と
こ
ろ
が
出

姻
り
ま
す
。
塩
娩
き
が
さ
つ
ば

り
し
お
い
し
い
も
の
で
す
が
、

若
い
人
向
き
に
は
カ
ラ
揚
げ
に

げ
う
ｒ
排
０
詳
氏
″
沙
６
，
，
１
・
り
す
少
＄
シ
Ｌ
Ｆ
ロ
リ
Ｊ
功
，
う
１
〃
ｒ
３
‐
、
ぞ
‐
私
ｒ
〃
Ｋ
ｆ
記
な
り

が
一
番
で
す
。
そ
の
あ
と
で
ブ

ラ
シ
を
か
け
て
払
い
ま
す
。
ま

た
ビ
ロ
ー
ド
で
十
セ
ン
チ
角
ぐ

ら
い
の
小
さ
な
フ
ト
ン
を
作
っ

て
お
き
こ
れ
で
ホ
コ
リ
を
払
う

の
に
使
う
の
が
便
利
で
す
。、

ソ

「

し
て
、
熱
い
と
こ
ろ
を
マ
リ
ネ

に
す
る
と
よ
ろ
こ
ば
れ
ま
す
。

サ
ラ
ダ
オ
イ
ル
、
酢
、
そ
れ
に

う
す
切
り
の
に
ん
じ
ん
、
玉
ね

ぎ
を
ま
ぜ
た
中
に
つ
け
る
方
法

で
、
こ
れ
だ
と
一
晩
は
ら
く
に

保
ち
ま
す
。

Ⅶ
住
川
続
溌
坤

番
気
を
つ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
台
所
は
、
雨
さ
え
降
ら
な
け

れ
ば
窓
や
戸
棚
を
開
放
し
て
空

気
の
流
通
を
は
か
り
主
十
。
で

。

」

一

一

き
れ
ば
夏
期
の
こ
と
も
考
え

台
所
の
窓
に
は
ア
ミ
戸
を
入
れ

た
い
の
で
す
が
、
戸
は
あ
わ
せ

目
を
き
っ
ち
り
し
ま
る
よ
う
作

っ
て
も
ら
い
ま
す
。
戸
が
唯
い

の
で
使
い
や
す
い
か
ら
で
す
。

◎
梅
雨
あ
け
の
家
内
を
凉
し
く

す
る
た
め
、
家
具
や
カ
ー
テ
ン

の
配
置
か
え
を
し
ま
す
。
こ
れ

は
⑪
窓
ぎ
わ
を
開
放
す
る
こ
と

窓
ぎ
わ
に
物
を
積
ん
で
お
い
て

は
風
通
し
を
悪
く
す
る
の
で
、

不要なものはしまい込む②天井からの熱を防ぐこと。

ト
タ
ン
屋
根
で
し
た
ら
、
白
系

統
の
色
に
塗
り
か
え
る
の
が
よ

い
し
、
屋
根
ウ
ラ
の
通
風
も
し

ら
べ
ま
す
。
但
し
鼠
の
入
り
こ

む
余
地
の
な
い
よ
う
な
注
意
も

ｆ
刀
ｒ
ｊ
Ｋ
Ｆ
ｈ
Ｆ
、
夕
地
ｆ
も
Ｆ
Ｏ
Ｊ
、
ｐ
、
ｆ
Ｔ
ｔ
ノ
に
刀
、
ｆ
、
Ｐ
も
ぞ
刀
ミ
ヵ
ャ
野
馬
〃
、
〃
、
〃

迷
子
郵
便
を
な
く

す
た
め
に
は

一
日
に
師
達
さ
れ
る
郵
便
の

数
は
、
、
全
国
で
約
一
、
六
○
○

万
通
も
為
為
そ
う
で
す
が
、
こ

の
う
ち
、
迷
子
に
な
る
も
の
が

東
電
よ
り
お
知
ら
せ

今
川
滞
川
家
の
サ
ー
ビ
ス
と

防
犯
灯
普
及
の
一
助
と
し
て
次

の
通
り
実
施
致
し
て
居
り
ま
す

か
ら
御
利
用
下
さ
い
。

◎
防
犯
用
定
額
街
路
灯
（
装

飾
灯
、
看
板
灯
は
除
き
ま
す
）

に
つ
い
て
手
動
式
点
滅
器
並
び

に
引
下
線
は
無
料
で
お
取
替
え

し
ま
す
（
従
来
は
実
費
取
替
）

◎
お
気
付
き
の
時
は
お
近
く

の
東
屯
へ
お
申
付
け
下
さ
い
。

◎
五
月
一
日
よ
り
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

簸
後
に
従
来
共
昼
間
の
荊
灯

に
つ
い
て
は
栴
別
な
ご
配
慮
を

頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
な

お
一
層
の
ご
励
行
を
お
願
い
し

ま
す
。

。

て
字
を
書
か
な
い
こ
と
で
す
。

鉛
筆
や
に
じ
む
よ
う
な
イ
ン

キ
は
使
川
し
な
い
で
、
県
名
、

町
村
名
、
何
丁
目
、
番
地
の
順

に
省
略
し
な
い
で
妻
き
、
同
居

老
あ
て
の
も
の
は
「
誰
を
方
」

と
明
一
記
し
ま
し
ょ
う
。

表
札
は
、
郵
便
配
達
の
際
の

重
要
な
道
し
る
、
、
ヘ
で
す
。
郵
便

を
正
確
に
受
け
る
た
め
に
は
ぜ

ひ
と
も
、
町
名
番
地
を
書
き
、

壯
帯
主
だ
け
で
な
く
家
族
、
同

居
人
穴
ど
全
員
の
分
を
出
す
よ

う
に
し
て
、
古
く
て
わ
か
ら
な

い
表
札
は
削
っ
て
評
き
換
え
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

＄
乳
、

Ｉ

液

ロ

八

；

イ

々

々

噂

》

噸

ｉ

繩
ぶ
？

．

、

部

じ

＄

じ

ゃ

減

品

唖

蛾

酬

肌

、

Ｆ

Ｌ

鯛周
嫌

停
零

毎
日
一
八
万
通
に

も
の
ぼ
っ
て
い
る

そ
う
で
す
．

こ
の
よ
う
に
た

く
さ
ん
の
迷
子
郵

便
を
な
く
す
の
に

は
、
私
た
ち
は
次

の
よ
う
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

あ
て
名
を
正
し

く
完
全
に
書
い
て

誤
字
、
脱
字
、
あ

な
〈
こ
と
で
す
。

市民税､県民税､才一期

納期は6月3()日ま ですからお

忘れなくお納の下さ’

-290－


